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（
法
務
委
員
会
）

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
六
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
テ
ロ
の
未
然
防
止
の
た
め
、
上
陸
審
査
時
に
外
国
人
（
特
別
永
住
者
等
を
除
く

）
に
指
紋
等
の
個
人
識
別

。

情
報
の
提
供
を
義
務
付
け
、
及
び
テ
ロ
リ
ス
ト
の
入
国
を
規
制
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
上
陸
審
査
及
び
退
去
強
制

の
手
続
の
一
層
の
円
滑
化
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
在
留
資
格
に
関

す
る
特
例
措
置
等
を
全
国
に
お
い
て
実
施
す
る
た
め
の
規
定
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

一

テ
ロ
の
未
然
防
止
の
た
め
の
規
定
の
整
備

１

上
陸
審
査
時
に
外
国
人
（
特
別
永
住
者
等
を
除
く

）
に
指
紋
等
の
個
人
識
別
情
報
の
提
供
を
義
務
付
け
る
。

。

２

テ
ロ
リ
ス
ト
の
入
国
等
の
規
制
を
適
切
に
行
う
た
め
、
法
務
大
臣
が
関
係
省
庁
と
協
議
し
て
テ
ロ
リ
ス
ト
と
認
定
す
る

者
等
を
退
去
強
制
の
対
象
と
す
る
。

３

本
邦
に
入
る
船
舶
等
の
長
に
乗
員
及
び
乗
客
に
係
る
氏
名
そ
の
他
の
事
項
の
事
前
報
告
を
義
務
付
け
る
。

二

出
入
国
管
理
の
一
層
の
円
滑
化
の
た
め
の
規
定
の
整
備
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１

上
陸
審
査
手
続
を
簡
素
化
・
迅
速
化
す
る
た
め
、
個
人
識
別
情
報
を
利
用
し
た
自
動
化
ゲ
ー
ト
を
導
入
し
、
一
定
の
要

件
に
該
当
す
る
特
別
永
住
者
等
の
外
国
人
が
同
ゲ
ー
ト
を
通
過
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

２

退
去
強
制
の
迅
速
・
円
滑
化
を
図
る
た
め
、
退
去
強
制
令
書
の
発
付
を
受
け
た
者
の
う
ち
、
自
費
出
国
の
許
可
を
受
け

た
者
に
つ
い
て
、
本
国
送
還
の
原
則
を
緩
和
し
て
本
国
以
外
の
受
入
れ
国
へ
の
送
還
を
可
能
と
す
る
。

三

構
造
改
革
特
別
区
域
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
特
例
措
置
等
を
全
国
に
お
い
て
実
施
す
る
た
め
の
規
定
の
整
備

構
造
改
革
特
別
区
域
法
に
お
い
て
在
留
資
格
に
関
す
る
特
例
措
置
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
特
定
研
究
活
動
及
び
特
定
情

報
処
理
活
動
、
並
び
に
こ
れ
に
準
ず
る
外
国
人
教
授
の
教
育
活
動
等
を
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
在
留
資
格
（
特
定

活
動
）
と
し
て
規
定
す
る
。

四

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
、
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
二
の
２
及
び
三
に
つ
い

て
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
、
一
の
３
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
、
一
の
１
及
び
二
の
１
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六

月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
施
行
す
る
。


